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乳幼児 RS ウイルス感染症の重症化予防として、パリビズマブ(シナジス®)と作用が長期にわたるニル

セビマブ(ベイフォータス®)が使用できます。パリビズマブは流行期に１ヶ月に１回を最大７〜８ヶ月

間投与し、ニルセビマブは流行期に 1回投与することが推奨されています。 

昨年の福島県の RS ウイルス感染は下のとおりであり、春と夏〜秋にピークはあるものの、以前に比較

しピークは低く、通年にわたり感染症例が見られており、会津地区では早期から流行がありました。流

行状況は毎年変化しており、広い県面積のため地域による違いも大きく、流行期の予想は困難です。 

この状況を考慮して、「福島県 RS ウイルス感染症流⾏解析委員会」は、RS ウイルスの流⾏期間とモノ
クローナル抗体製剤（パリビズマブ/ニルセビマブ）投与の考え⽅について、以下を提案します。 
・2026 年シーズンにおいて、1 ⽉を⾮流⾏期とし、2 ⽉〜12 ⽉を流⾏期とします。 
・適応がある症例に対しては、流⾏期中にパリビズマブを最⼤ 8 回までの連続投与を可能とします。流

⾏期中のいつから開始するかは、地域の流⾏状況や患者の状態を考慮し決定してください。 
・適応のある症例に対しては、流⾏期中にニルセビマブの１回投与を可能とします。⼈⼯⼼肺使⽤後の

追加投与を除き、同⼀年内（=同流⾏シーズン内）に複数回のニルセビマブ投与は避けてください。1
⽉は⾮流⾏期としますが、初回の投与は１⽉でも可能とします。 

・⻑期⼊院や患者状態などの理由で未投与のままシーズンをまたいでしまった場合は、初回モノクロー
ナル抗体製剤投与時点を⽣後初回の流⾏期とします。 

・同流⾏期間内にパリビズマブ/ニルセビマブの切り替えはできません。 
・投与できる⽉・薬剤については、次ページ表で確認してください。投与不可な⽉に投与を⾏わなくて

はならない状況がある場合は、症状詳記の記載をしてください。 
・使⽤にあたっては、添付⽂書の確認を⾏ってください。 
・パリビズマブ/ニルセビマブの投与を⾏っていない施設におかれましては、適応となる症例がありまし

たら、投与を⾏っている総合病院⼩児科へのご紹介をお願いします。 



パリビズマブ/ニルセビマブ投与施設におけるレセプト記載上の注意点は、下記のとおりです。 
1. 適応となる疾患名を傷病名に追加してください。⼼疾患については⾎⾏動態異常を⽰す傷病名(うっ
⾎性⼼不全、肺⾼⾎圧など)、ダウン症については合併する異常を⽰す傷病名(巨⾆、無呼吸など)を追加
してください。 
2. 適応症例であることを明確にするために、傷病名と請求内
容だけでは不⾜する情報を、レセプトの摘要欄に記載してく
ださい。記載が必要な項⽬は右のとおりです。適応となる傷
病名は傷病名欄に記載するとともに摘要欄にも記載してくだ
さい。傷病名欄に、早産、先天性⼼疾患、ダウン症候群など
複数列記されている症例があるためです。摘要欄に記載でき
ないときは、症状詳記の記載をしてください。 
3.「RSV感染症の重症化抑制」といった予防を表す傷病名は記載不要です。 
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ｽﾞﾝ疾患
流⾏⽉⾮流⾏⽉

12ヶ⽉齢以下の場合、1回のみ投与可ニルセビマプ
1

・在胎期間28週以下
の早産児

開始が12ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
2

開始が12ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

6ヶ⽉齢以下の場合、1回のみ投与可ニルセビマプ
1

・在胎期間29~35週
の早産児

開始が6ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
2

開始が6ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

24ヶ⽉齢以下の場合、1回のみ投与可ニルセビマプ
1・過去6ヵ⽉以内に

気管⽀肺異形成症
の治療を受けた児
・⾎⾏動態に異常の
ある先天性⼼疾患
児
・免疫不全の児
・ダウン症候群の児

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

24ヶ⽉齢以下の場合、1回のみ投与可投与不可ニルセビマプ
2

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
3

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
1

・肺低形成を伴う児
・気道狭窄を伴う児
・先天性⾷道閉鎖症
の児
・先天代謝異常症の
児
・神経筋疾患の児

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
2

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

投与不可ニルセビマプ
3

開始が24ヶ⽉齢以下の場合、毎⽉1回、最⼤8回投与可（7回以下でも12⽉で終了）投与不可パリビズマブ

摘要欄に記載が必要な事項 
・適応となる傷病名 
・早産児については在胎週数 
・シーズンの初回投与⽇とその時の⽉齢 
・投与量 
・投与時の体重 
・全量使⽤か残量廃棄か 


